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６月１日から令和３年度労働保険年度更新の手続きが始まります！ 
～新型コロナウイルス感染防止のため、電子申請をお勧めします～ 

 

 

 労働保険（※1）は、４月１日から翌年の３月 31 日までの 1 年間（保険年度）を単位

として、毎年、新年度の概算保険料の申告・納付と前年度の保険料を精算するための申

告・納付を行う「年度更新」の手続が必要です。 

令和３年度の労働保険年度更新手続きの期間は、６月 1 日(火)～７月 12 日(月)

です。申告書などの関係書類は、厚生労働省から各事業主あてに６月１日までに到着す

るよう発送されます（別添 1参照）。 

年度更新手続きは、石川労働局労働保険徴収室、各労働基準監督署及び各労働基準監

督署管内の集合受付会場等の窓口で行えますが、新型コロナウイルス感染防止の観点から、

申告書の提出は「電子申請」又は「郵送」をお勧めします。保険料の納付については「口

座振替」制度の利用をこの機会にご検討ください。（※２、別添２参照） 

また、今年度からＧビズＩＤ（※３）を利用して「電子申請」をすることができるよ

うになりました。ＧビズＩＤを利用する場合、電子証明書の取得は不要です。 

 

※１「労働保険」とは、労働者災害補償保険（一般に「労災保険」といいます）と雇用保険とを総称し

た言葉です。 

※２ 手続きの詳細は、石川労働局のホームページをご覧いただくか、石川労働局総務部労働保険徴収

室又は各労働基準監督署にお問い合わせください。 

https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/houre

i_seido/cyosyuu.html 

※３「ＧビズＩＤ」とは、１つの ID/パスワードでさまざまな行政サービスの利用を可能にする認証シ

ステムです。（別添２参照） 
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金沢労働基準監督署管内（管轄01）
対象地域

6 月 23 日 水 鶴来総合文化会館　クレイン 白山市七原町77
　白山市
　　旧 鶴来町～
　　旧 白峰村

6 月 24 日 木 白山商工会議所 白山市西新町159-2
　白山市
　　旧 松任市
　　旧 美川町

6 月 25 日 金 津幡町文化会館　シグナス 河北郡津幡町北中条3-1
かほく市
津幡町

7 月 6 日 火

7 月 7 日 水

7 月 8 日 木

7 月 9 日 金

7 月 12 日 月

小松労働基準監督署管内（管轄02）
対象地域

6 月 16 日 水
小松日の出合同庁舎
６階　共用会議室

　　小松市日の出町1-120 管内全域

6 月 17 日 木
加賀地方合同庁舎
２階　会議室

　　加賀市大聖寺菅生イ78-3 加賀市

6 月 23 日 水
小松日の出合同庁舎
６階　共用会議室

　　小松市日の出町1-120 管内全域

6 月 24 日 木
能美市辰口福祉会館３０５会議
室

能美市辰口町ヌ10
能美市
能美郡

6 月 29 日 火
加賀地方合同庁舎
２階　会議室

　　加賀市大聖寺菅生イ78-3 加賀市

6 月 30 日 水
小松日の出合同庁舎
６階　共用会議室

　　小松市日の出町1-120 管内全域

7 月 8 日 木
加賀地方合同庁舎
２階　会議室

　　加賀市大聖寺菅生イ78-3 加賀市

7 月 12 日 月
小松日の出合同庁舎
６階　共用会議室

　　小松市日の出町1-120 管内全域

10：00～15：00

小松労働基準監督署　　　　　〒９２３-０８６８　小松市日の出町１-１２０　小松日の出合同庁舎７階
電話番号　（０７６１）２２-４３１７

10：00～15：30

日          時 場　　　　　　　　所

日          時 場　　　　　　　　所

～　申告・納付は、６月1日（火）から７月１２日（月）までです。　～

金沢労働基準監督署　　　　〒９２１-８０１３　金沢市新神田４-３-１０　金沢新神田合同庁舎３階
電話番号（０７６）２９２-７９３８

　本年度の労働保険年度更新申告書の受付については、下記の日時・場所において受付会場を設置いたしますの

で、最寄りの会場にて申告書をご提出くださいますようお願いいたします。

　当日、都合がつかない場合には、別日の最寄りの会場へお越しいただくか、電子申請（ｅ－Ｇｏｖ）による提出又は

各労働基準監督署、石川労働局労働保険徴収室へ郵送で提出していただくこともできます。

 金沢市
野々市市
内灘町

金沢市西念3-4-1
金沢駅西合同庁舎
６階 第１会議室

10：00～16：00

労働保険年度更新申告書 集合受付日程

◇年度更新申告書に関するお問い合わせ◇

年度更新コールセンター ０８００－５５５－６７８０（フリーダイヤル）

受付時間：９時～１７時
土・日・祝日を除く

別添2-1

3



七尾労働基準監督署管内（管轄03）

対象地域

6 月 9 日 水 七尾労働基準監督署 七尾市小島町西部2 管内全域

6 月 11 日 金 ハローワーク羽咋 羽咋市南中央町キ105-6
羽咋市・宝達志水町
志賀町・中能登町

6 月 17 日 木

6 月 23 日 水

6 月 25 日 金 ハローワーク羽咋 羽咋市南中央町キ105-6
羽咋市・宝達志水町
志賀町・中能登町

6 月 30 日 水 志賀町文化ホール 羽咋郡志賀町高浜町カ1-1 志賀町

7 月 1 日 木 七尾労働基準監督署 　　七尾市小島町西部2 管内全域

穴水労働基準監督署管内（管轄05）

対象地域

6 月 9 日 水
穴水労働基準監督署
２階　事務室

鳳珠郡穴水町字川島キ84 穴水町

6 月 10 日 木
輪島地方合同庁舎
４階　共用会議室

輪島市鳳至町畠田99-3 輪島市

10：30～12：00 ハローワーク能登 鳳珠郡能登町字宇出津新港3-2-2
珠洲市
能登町

14：00～15：30 輪島市役所　町野支所 輪島市町野町粟蔵川原田22
輪島市
町野町

6 月 17 日 木 10：30～12：00 輪島市役所　門前総合支所 輪島市門前町走出6-69
輪島市
門前町

6 月 23 日 水
穴水労働基準監督署
２階　事務室

鳳珠郡穴水町字川島キ84 穴水町

6 月 24 日 木
輪島地方合同庁舎
４階　共用会議室

輪島市鳳至町畠田99-3 輪島市

10：00～15：00

場　　　　　　　　所

☆労働保険事務組合に係る申告書の提出は、別途指定する集合受付会場をご利用いただくか、石川労働局労働保
険徴収室の窓口へ提出してください。

10：00～15：00

七尾労働基準監督署　　　　　　　　〒９２６-０８５２　七尾市小島町西部２　七尾地方合同庁舎２階
電話番号　（０７６７）５２-３２９４

穴水労働基準監督署　　　　〒９２７-００２７　鳳珠郡穴水町字川島キ８４　穴水地方合同庁舎２階
電話番号　（０７６８）５２-１１４０

10：00～15：00

6 月 16 日 水

日          時 場　　　　　　　　所

七尾労働基準監督署 七尾市小島町西部2 管内全域

日          時

～　申告・納付は、６月1日（火）から７月１２日（月）までです。　～

　本年度の労働保険年度更新申告書の受付については、下記の日時・場所において受付会場を設置いたしますの

で、最寄りの会場にて申告書をご提出くださいますようお願いいたします。

　当日、都合がつかない場合には、別日の最寄りの会場へお越しいただくか、電子申請（ｅ－Ｇｏｖ）による提出又は

各労働基準監督署、石川労働局労働保険徴収室へ郵送で提出していただくこともできます。

労働保険年度更新申告書 集合受付日程

◇年度更新申告書に関するお問い合わせ◇

年度更新コールセンター ０８００－５５５－６７８０（フリーダイヤル）

受付時間：９時～１７時
土・日・祝日を除く
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労働保険の申請は、

カンタン・便利な で！！電子申請

電子申請の事前準備をはじめましょう！まずは、e-Govウェブサイト*へアクセス！
https://www.e-gov.go.jp/

労働局や労働基準監督署の窓口に出向く必要はありません。
窓口での待ち時間がなく、自宅やオフィスにいながら申請や届出ができます。
窓口の開設時間にとらわれず、24時間365日、いつでも手続が可能です。

大量の申請書類への記入も、電子申請ならデータでスピーディに処理できます。
毎年提出する年度更新申告であれば、前年度の申請情報を取り込めるので、入力は変更
と修正だけ！入力チェック機能や計算機能があるので、記入漏れや記入ミスも防げます。

申請・届出用紙の入手は不要！申請内容によっては複数の手続をまとめて申請できる
ので、書類申請のための移動費・手数料・人件費などのコストを削減できます。
ＧビズＩＤやマイナンバーカードを使うと、電子証明書の取得費用はかかりません。
（労働保険関係手続（一部手続は除く）について、GビズIDを利用して手続することができま
す。また、マイナンバーカード等のICカード形式の電子証明書を利用する場合、ＩＣカード
リーダライタは別途必要です。）

これまでの書面手続に比べて、
電子申請は簡単・便利！

自宅やオフィス、社労士事務所から、
インターネットを経由して、24時間
いつでも申請や届出ができます。

＊電子申請についての利用案内が掲載されています。

厚生労働省

「e-Gov（イーガブ）」
にアクセス！

×
×

×
いつでもどこでも手続可能！

簡単・スピーディに申請！

ムダな時間やコストも削減！

（裏面へ）
R３.３

「電子申請」をクリック！

「
利
用
準
備
」
か
ら

ス
タ
ー
ト
！

別添2-2
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• 公的認証サービス（マイナン
バーカード）を活用できます。

• 民間の認証局からの取得も可
能です。

電子証明書を用意します1

e-Gov電子申請アプリケーションをインストールします。なお、インストールに
は、管理者アカウントが必要です。

e-Govアカウントの登録
https://account.e-gov.go.jp/user/pre-registration/init?service_type=00

アカウントの準備を行います２

ブラウザの設定を確認します３

法務省の
「商業登記に基づく
電子認証」を活用
できます。

アプリケーションをインストールします４

ブラウザのポップアップブロックを解除します。ブロックが有効のまま利用すると、
正しく画面が表示されない場合があります。

労働保険関係手続の電子申請を行う場合は電子証明書が必要となります。電子証明書
は「ICカード形式」と「ファイル形式」の2種類があります。

ポップアップブロックの解除
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation/popupblock.html

電子証明書のご案内
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation/certificate

下の４つのチェック事項をクリアしたら、準備は完了です！

チェック

チェック

チェック

チェック

ICカード形式 ファイル形式

e-Gov電子申請を利用する際のアカウントを準備します。

サービス名 概要 利用方法

e-Govアカウント e-Govサービス共通で利用できるアカ
ウントです(※)。

e-Govアカウントを登録し、ロ
グインしてください。

Microsoftアカウント 左記のサービスのアカウントもログイ
ンアカウントとして利用できます。

認証サービスごとに設けている
ログインボタンからログインし
てください。

GビズIDアカウント １つのID・パスワードで様々な法人向
け行政サービスにログインできるサー
ビスです。GビズIDから属性情報を取
得し電子申請の基本情報として利用で
きます。GビズIDアカウントからログ
インする場合には電子証明書の用意は
不要となります。

(※)e-Govアカウント登録の際は、事前にe-Govアカウント利用規約をご確認ください。

本サイトを「信頼済みサイト」に登録します(Internet Explorer11の場合のみ)。
未登録のまま利用すると、警告メッセージ等が表示される場合があります。

信頼済みサイトへの登録
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation/trustsite.html

Windows版での手順
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation/install.html#windows

macOS版での手順
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation/install.html#mac

準備ができたら「マイページ」から申請ができます！

GビズIDアカウントを使用する場合は
電子証明書の用意は不要となります。
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口座振替の手続きについては、裏面をご覧ください。→→→ 

全期または第１期 第２期 第３期 

通常の納期限 ７月10日 10月31日(※) １月31日（※） 

口座振替による
納付日 

（引き落とし日） 
９月６日 11月14日 ２月14日 

ゆとり日数 58日 14日 14日 

※労働保険事務組合については、第２期、第３期の納期限がそれぞれ 
 11月14日、2月14日であり、口座振替による納付日と同日となります。 

※口座振替の手続を一度行えば、次の納期以降も継続して引き落としが行われます。 

保険料納付のために、毎回金融機関の 
窓口へ行く手間や待ち時間が解消されます。 

納付の “忘れ” や “遅れ” がなくなるため、 
延滞金を課される心配がありません。  

手数料はかかりません。 

保険料の引き落としに最大約２カ月ゆとりができます。 

１ 

２ 

３ 

４ 

厚生労働省 

｢ 口座振替による納付 ｣ のメリット 

労働保険料および一般拠出金の納付には、 

口座振替が利用できます。 

 労働保険料は口座振替が便利です！   
事業主・労働保険事務組合の皆さまへ 

保険料を延納（分割納付）している場合には、 
第１期、第２期、第３期での分割で口座振替の引き落としが行われます。 

別添2-3
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◎ 毎回、引き落とし日（口座振替納付日）の約３週間前 
 に引き落とし内容をハガキでお知らせします。 
 
◎ 引き落とし後も、約３週間で引き落とし結果をハガキ 
 でお知らせします。振替日に保険料の引き落としができ 
 なかった場合も、ご連絡させていただきます。 

 

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ 
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 

全期 
または 

第１期 

申込 
締切日 

2月25日 

口座振替 
納付日 
9月6日 

第２期 
申込 
締切日 

8月14日 

口座振替 
納付日 

11月14日 

第３期 
申込 
締切日 

10月11日 

口座振替 
納付日 

2月14日 

＜各期の申込締切日・口座振替日＞ 

ぜひ、労働保険料の口座振替をご活用ください！ 

※一部の金融機関ではお取り扱いできません。 
 対象の金融機関については厚生労働省ホームページ（上記）でご確認ください。 

※申込締切日を過ぎて提出された場合は、次の期からの振替となります。 
※該当日が土・日・祝日の場合には、その後の最初の金融機関の営業日となります。 
 

検索 厚生労働省 労働保険 口座振替 

口座振替に関する詳しい内容やご不明な点は、 
最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署までお問い合わせください。 

かんたんな手続きで完了 

金融機関の窓口へ提出 

口座振替の申込手続きは以下の通りです。 

申込用紙を入手 １ 

申込用紙は以下のいずれかの方法で入手できます。 

 ▶ お近くの労働局・労働基準監督署の窓口 

 ▶ 厚生労働省ホームページからダウンロード 

2 

下の締切日に注意して、申込用紙を提出してください。 

引き落とし前後には、ハガキでお知らせします 
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